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奈良市報告第１号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和３年１月１２日提出 

 

                      奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

  令和２年１２月２３日 

 

奈良市長  仲 川 元 庸  

 

記 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について 

 令和２年９月８日午前１１時２５分頃、奈良市立平城中学校において、草刈り作業の

飛び石により、隣接する店舗の窓ガラスを損傷させた事故について、和解により次のと

おり損害賠償の額を決定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額  ８２，９６２円 
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奈良市報告第２号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和３年１月１２日提出 

 

                      奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

  令和２年１２月２３日 

 

奈良市長  仲 川 元 庸  

 

記 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について 

 令和２年１１月１１日午前９時３０分頃、天理市嘉幡町地内において発生した、本市

の公用車が相手方の普通自動車に接触した事故について、和解により次のとおり損害賠

償の額を決定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額  １０３，２５６円 
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奈良市報告第３号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和３年１月１２日提出 

 

                      奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

  令和２年１２月２３日 

 

奈良市長  仲 川 元 庸  

 

記 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について 

 令和２年１１月１４日午後３時３０分頃、奈良市高樋町地内において発生した、市道

の陥没により、走行していた相手方の普通自動車のタイヤが損傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額  ２５，０８０円 
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奈良市報告第４号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和３年１月１２日提出 

 

                      奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

  令和２年１２月２３日 

 

奈良市長  仲 川 元 庸  

 

記 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について 

 令和２年１１月１４日午後３時３０分頃、奈良市高樋町地内において発生した、市道

の陥没により、走行していた相手方の普通自動車のタイヤ等が損傷した事故について、

和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額  １８０，２８８円 
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奈良市報告第５号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和３年１月１２日提出 

 

                      奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

  令和２年１２月２３日 

 

奈良市長  仲 川 元 庸  

 

記 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について 

 令和２年１１月１７日午前７時５５分頃、奈良市高樋町地内において発生した、市道

の穴ぼこにより、走行していた相手方の軽自動車のタイヤが損傷した事故について、和

解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額  ４，７１９円 
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奈良市報告第６号 

 

市長専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

令和３年１月１２日提出 

 

                      奈良市長  仲 川 元 庸 

 

１ 和解及び損害賠償の額の決定について 
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市 長 専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。 

  令和２年１２月２３日 

 

奈良市長  仲 川 元 庸  

 

記 

 

   和解及び損害賠償の額の決定について 

 令和２年１１月１７日午後１０時２０分頃、奈良市大森町地内において発生した、市

道の穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車の底部が損傷した事故について、

和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。 

 

１ 損害賠償の額  １２６，４００円 
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奈良市議案第１号 

 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正しようとする。 

令和３年１月１２日提出 

 

奈良市長  仲 川 元 庸   

 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

奈良市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２７年奈良市条例第２９号）の一部を次

のように改正する。 

 附則中第１６項を第１７項とし、第１３項から第１５項までを１項ずつ繰り下げ、第１

２項の次に次の１項を加える。 

１３ 令和３年２月１日から同月２８日までの間、市長等の給料月額は、別表の規定にか

かわらず、同表に規定する額から、その額に１００分の１０を乗じて得た額を減じた

額とする。ただし、第５条、第６条及び第７条第２項の規定を適用する場合における

給料月額は、同表に規定する額とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

令和３年２月１日から同月２８日までの間の市長等の給料月額を減額するものである。 
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奈良市議案第２号 

 

工事請負契約の締結について 

 

（仮称）奈良市子どもセンター新築工事について、次のとおり工事請負契約を締結する

ものとする。 

 ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。 

  令和３年１月１２日提出 

 

                     奈良市長  仲 川 元 庸  

 

１ 契 約 の 目 的  （仮称）奈良市子どもセンター新築工事 

 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札  

 

３ 契 約 金 額  １，４３２，１９１，２００円 

 

４ 契約の相手方  奈良市高天町４３番地１ 

ＲＥＢＡＮＧＡ近鉄奈良駅高天町ビル３０１ 

          （仮称）奈良市子どもセンター新築工事村本・三和特定建設工事共

同企業体  

           代表者 村本建設株式会社奈良営業所  

                所長 原田 徹雄 

               三和建設株式会社  

                代表取締役社長 小林 伸嘉 
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（仮称）奈良市子どもセンター新築工事の概要 

 

１．工事場所  奈良市柏木町２６２番、２６３番２及び２８３番２各一部 

 

２．工事規模 

 （１）建築主体工事    一式 

（仮称）奈良市子どもセンター 西棟 

  構造階数 鉄骨造 ２階建 

  延床面積 ２，９５２．９６㎡  

（仮称）奈良市子どもセンター 東棟 

  構造階数 鉄骨造 ２階建 

  延床面積   ６９６．００㎡  

 

 （２）電気設備工事    一式 

 

 （３）機械設備工事    一式 

 

 （４）昇降機設備工事   一式 

 

 （５）外構工事      一式 

 

 （６）道路拡幅工事    一式 

 

３．工  期  契約の日から令和３年１２月１０日まで 
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奈良市議案第３号 

 

工事請負契約の一部変更について 

 

奈良市本庁舎耐震改修その他工事請負契約の一部を次のように変更するものとする。 

  令和３年１月１２日提出 

 

                     奈良市長  仲 川 元 庸  

 

 令和元年１０月４日議決された奈良市議案第１０８号奈良市本庁舎耐震改修その他工事

の契約金額中「３，００３，６６０，０００円」を「３，３５２，６２４，０００円」に

改める。 

 

（参考） 

 契約の相手方  奈良市三条本町４番３２号 中室ビル  

         奈良市本庁舎耐震改修その他工事淺沼・三和特定建設工事共同企業体  

          代表者 株式会社淺沼組奈良営業所  

               所長 東口 勝彦 

              三和建設株式会社  

               代表取締役社長 小林 伸嘉 

  

 増    額  ３４８，９６４，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 


